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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体層と、
　前記半導体層上に設けられ、第１上面と前記第１上面よりも突出する第２上面とを有す
る電極と、
　前記電極の第１上面に設けられる密着層と、
　前記密着層の上面から前記半導体層まで被覆する絶縁層と、
を備え、
　前記電極の前記第２上面は、前記密着層の上面よりも突出し、かつ前記絶縁層の上面よ
りも前記半導体層側に設けられている、
半導体素子。
【請求項２】
　前記電極の第２上面は、露出するように周囲が前記絶縁層に被覆されている、
請求項１に記載の半導体素子。
【請求項３】
　前記電極は、少なくとも第２上面から第１上面まで連続する同一部材から構成されてい
る、
請求項１又は２に記載の半導体素子。
【請求項４】
　上面視において、前記第２上面の周囲を前記第１上面が囲むように配置されている、
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請求項１乃至３のいずれか一つに記載の半導体素子。
【請求項５】
　半導体層と、前記半導体層上に設けられ、第１上面と前記第１上面よりも突出する第２
上面とを有する電極と、前記電極の第１上面に設けられる密着層と、前記密着層および前
記半導体層を被覆する絶縁層とを備える半導体素子の製造方法であって、
　電極の上面に順に積層された密着層及び絶縁層を、前記電極の上面が部分的に露出する
ように除去し、
　除去して形成された開口部内に露出する前記電極の上面と同じ金属材料からなる電極を
さらに積層する工程を有する、
半導体素子の製造方法。
【請求項６】
　前記金属材料は、Ｐｔ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｒｕから選択される少なくとも１種を含む、
請求項５に記載の半導体素子の製造方法。
【請求項７】
　前記金属材料は、Ｐｔを含む、
請求項６に記載の半導体素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子に関し、特に半導体素子の電極構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から半導体素子は、半導体層を外部環境から保護するために、ＳｉＯ２等の透光性
材料からなる絶縁層により被覆されていることがある。より具体的には、図６に示すよう
に、半導体層１２０に設けられた電極１３０の上面周縁に、絶縁層１６０との密着性を向
上させるための金属層１４０が設けられ、その金属層１４０の上面から半導体層１２０ま
で連続して、絶縁層１６０に被覆されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－１５０３０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、半導体素子を実装する際には、Ａｕ等の金属材料からなる接合部材が金
属層に接した状態で加熱されるため、特に高温な共晶接合を用いると接合部材が金属層に
拡散し易く、金属層の密着性が低下していた。これにより、絶縁層が電極から剥離し、最
悪の場合には、剥離した部分から接合部材が浸入することによって、半導体素子が不灯に
至る恐れがあった。
【０００５】
　そこで、本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであり、半導体素子を実装する際に
用いられる接合部材が、金属層に拡散されるのを軽減することができる半導体素子を提供
することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、前記課題は次の手段により解決される。
【０００７】
　本発明に係る半導体素子は、半導体層と、前記半導体層上に設けられ、第１上面と、前
記第１上面よりも突出する第２上面と、を有する電極と、前記電極の第１上面に設けられ
、上面が前記電極の第２上面よりも前記半導体層側にある密着層と、前記密着層の上面か
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ら前記半導体層まで被覆する絶縁層と、を備える。
　これにより、接合部材と接する第２上面から離間して、密着層が第１上面に設けられて
いるため、接合部材が密着層に拡散されるのを軽減することができる。
【０００８】
　さらに、前記電極の第２上面は、露出するように周囲が前記絶縁層に被覆されているの
が好ましい。これにより、電極の第２上面を、接合部材との主な接面にすることができる
。このため、接合部材が、第１上面から電極内部に拡散し、さらに近傍の密着層にまで拡
散するのを防止することができる。
【０００９】
　また、前記電極は、少なくとも第２上面から第１上面まで連続する同一部材から構成さ
れているのが好ましい。これにより、第２上面から接合部材が電極内部に拡散したとして
も、第１上面よりも突出する第２上面側の電極が、第１上面側の電極から剥離するのを防
止することができる。
【００１０】
　また、前記電極は、上面視において、前記第２上面の周囲を前記第１上面が囲むように
配置されており、絶縁層が電極から剥離するのを防止することができる。
【００１１】
　本発明に係る半導体素子の製造方法は、半導体層と、前記半導体層上に設けられ、第１
上面と、前記第１上面よりも突出する第２上面と、を有する電極と、前記電極の第１上面
に設けられる密着層と、前記密着層および前記半導体層を被覆する絶縁層と、を備える半
導体素子の製造方法であって、電極の上面に順に積層された密着層及び絶縁層を、前記電
極の上面が部分的に露出するように除去し、除去して形成された開口部内に、前記電極を
さらに積層する工程、を少なくとも有する。
　これにより、密着層および絶縁層を除去してから、さらに電極を積層するまでを連続し
た工程で行なえるため、第１上面よりも突出する第２上面を有する電極を容易に構成する
ことができる。
【００１２】
　さらに、前記露出された電極と、前記開口部内に積層される電極とは、同じ材料からな
るのが好ましい。これにより、電極を、第１上面と、この第１上面よりも突出する第２上
面と、が連続する同一部材で構成することが容易にできる。
【００１３】
　また、前記本発明に係る半導体素子の製造方法としては、半導体層に設けられた電極の
上面周縁を除去して第１面を形成する工程、を有することによってもできる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る半導体素子及びその製造方法によれば、半導体素子を実装する際に用いら
れる接合部材が、密着層に拡散されるのを軽減することができる半導体素子を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第一の実施形態に係る半導体素子を模式的に示す平面図である。
【図２】第一の実施形態に係る半導体素子を模式的に示す図１のＡ－Ａ’線における断面
図である。
【図３】第二の実施形態に係る半導体素子を模式的に示す断面図である。
【図４】第一の実施形態に係る半導体素子の製造方法を模式的に示す断面図である。
【図５】第一の実施形態に係る半導体素子の他の製造方法を模式的に示す断面図である。
【図６】従来の半導体素子を模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る半導体素子及びその製造方法を実施するための形態として、図面と
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共に詳細に説明する。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にす
るため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符号について
は、原則として同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。
【００１７】
＜第一の実施形態＞
　図１は、第一の実施形態に係る半導体素子を模式的に示す平面図である。図２は、第一
の実施形態に係る半導体素子を模式的に示す図１のＡ－Ａ’線における断面図である。図
４は、第一の実施形態に係る半導体素子の製造方法を模式的に示す断面図である。図５は
、第一の実施形態に係る半導体素子の他の製造方法を模式的に示す断面図である。
【００１８】
　図１及び図２に示すように、第一の実施形態に係る半導体素子は、基板１０と、基板１
０に設けられる半導体層２０と、半導体層２０に設けられ、第１上面３２ａ，３２ｂと、
第１上面３２ａ，３２ｂよりも突出する第２上面３４ａ，３４ｂと、を有する電極３０（
３０ａ，３０ｂ）と、電極３０の第１上面３２ａ，３２ｂに設けられ、上面が電極３０の
第２上面３４ａ，３４ｂよりも半導体層２０側にある密着層４０と、密着層４０の上面か
ら半導体層２０まで被覆する絶縁層６０と、を少なくとも備える。なお、本明細書におけ
る「上」とは、半導体層２０に対して電極３０が積層された側を指し、図２における上方
向である。
【００１９】
　より具体的には、本実施形態に係る半導体素子は発光素子であり、基板１０上に半導体
層２０として、ｎ型半導体層２２と、活性層２６と、ｐ型半導体層２４とが順に積層され
ている。さらに半導体素子の上面側には一対の電極３０ａ，３０ｂが設けられており、ｎ
型半導体層２２に電気的に接続されるｎ側電極３０ａ、およびｐ型半導体層２４に電気的
に接続されるｐ側電極３０ｂ、を備えている。このときｎ側電極３０ａは、ｐ型半導体層
２４および活性層２６の一部が除去されて露出したｎ型半導体層２２の表面に設けられて
いる。一方、p側電極３０ｂは、ｐ型半導体層２４上のほぼ全面に形成された透光性電極
５０の表面に接して設けられている。ｎ側電極３０ａおよびp側電極３０ｂは、いずれも
第１上面３２ａ，３２ｂと、第１上面３２ａ，３２ｂよりも突出する第２上面３４ａ，３
４ｂと、を有しており、上面視において第２上面３４ａ，３４ｂの周囲を第１上面３２ａ
，３２ｂが囲むように配置されている。さらにｐ側電極３０ｂにおける第１上面３２ｂの
一部３１ｂは、ｎ側電極３０ａに向かって延伸しており、透光性電極５０に電流を均一に
供給することができる。また、各電極の第１上面３２ａ，３２ｂには密着層４０が設けら
れており、密着層４０の上面よりも第２上面３４ａ，３４ｂは突出している。これにより
、密着層４０は、第２上面３４ａ，３４ｂから離間して、第１上面３２ａ，３２ｂに設け
られることになる。さらに密着層４０の上面には絶縁層６０が設けられており、この絶縁
層６０は、密着層４０の上面から半導体層２０まで連続して設けられている。第２上面３
４ａ，３４ｂは、露出するように周囲が絶縁層６０に被覆されており、半導体素子を実装
する際に用いられる接合部材（図示しない）が、第１上面３２ａ，３２ｂに直接に接する
ことが無いように構成されている。これにより、第２上面３４ａ，３４ｂから電極３０の
内部に拡散した接合部材が、電極３０近傍の密着層４０にまで拡散するのを防止すること
ができる。さらに第２上面３４ａ，３４ｂは、密着層４０上に設けられた絶縁層６０の上
面よりも低い位置にある。つまり、第２上面３４ａ，３４ｂが、絶縁層６０に形成された
開口部７０の底面を構成しているため、開口部７０内に接合部材を十分に留まらせること
によって、接合強度を向上させることができる。また、各電極３０ａ，３０ｂは、少なく
とも第２上面３４ａ，３４ｂから第１上面３２ａ，３２ｂまで連続する同一部材から構成
されている。これにより、第２上面３４ａ，３４ｂから接合部材が電極内部に拡散したと
しても、第１上面よりも突出する第２上面側の電極（突出部）が、第１上面側の電極から
剥離するのを防止することができる。また、密着層４０は、図１及び２に示すように、各
電極の第１上面３２ａ，３２ｂの全面に設けられていることが好ましいが、各電極の第１
上面３２ａ，３２ｂよりも突出し第２上面３４ａ，３４ｂに連なる部分に接していれば、
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各電極の第１上面３２ａ，３２ｂの一部に設けられていてもよい。
【００２０】
　以上の構成を有する第一の実施形態に係る半導体素子は、実装する際に用いられる接合
部材が、密着層４０に拡散されるのを軽減することができる。
【００２１】
　以下、本発明に係る実施形態の各構成について詳述する。
【００２２】
（基板）
　基板は、窒化物半導体をエピタキシャル成長させることができる部材であれば良く、大
きさや厚さ等は特に限定されない。このような基板の材料としては、サファイア（Ａｌ２

Ｏ３）やスピネル（ＭｇＡ１2Ｏ4）のような絶縁性基板、また炭化ケイ素（ＳｉＣ）、Ｚ
ｎＳ、ＺｎＯ、Ｓｉ、ＧａＡｓ、ダイヤモンド、および窒化物半導体と格子接合するニオ
ブ酸リチウム、ガリウム酸ネオジウム等の酸化物基板が挙げられる。
【００２３】
（半導体層）
　半導体層は、ｎ型半導体層と、活性層と、ｐ型半導体層と、から少なくとも構成され、
その種類、材料は特に限定されるものでは無いが、例えばＩｎXＡｌYＧａ1-X-YＮ（０≦
Ｘ、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）等の窒化ガリウム系の半導体材料が好適に用いられる。
【００２４】
（電極）
　電極は、半導体素子を実装する際に用いられるハンダ等の接合部材が接続され、外部か
ら半導体層に電流を供給するための部材である。ｎ側電極がｎ型半導体層に、ｐ側電極が
ｐ型半導体層に、それぞれ電気的に接続されている。このような電極の材料としては、Ａ
ｇ，Ａｌ，Ｐｔ，Ａｕ，Ｎｉ，Ｔｉ，Ｃｒ，Ｗ，Ｒｈ，Ｒｕ，Ｉｒ，Ｈｆ，Ｍｏ，Ｔａ等
の金属材料を用いることができ、特に、Ａｕを主成分とする接合部材の拡散を軽減するこ
とができるＰｔ，Ｒｈ，Ｉｒ，Ｒｕから選択される少なくとも１種を含んでいるのが好ま
しい。例えば電極は、これらの金属材料を複数用いて積層しても良く、Ｐｔ，Ｒｈ，Ｉｒ
，Ｒｕ等の金属材料は主に接合部材と接する上面側の層として用いるのが好ましい。一方
、半導体層や透光性電極との密着性に優れるＴｉ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ｗ，Ｍｏ，Ｔａ等の金属
材料や、半導体層からの光を効率良く反射することができるＡｇ，Ａｌ，Ｐｔ，Ｒｈ等の
金属材料は、半導体層や後述する透光性電極と接する側の層として用いるのが好ましい。
より具体的には、半導体層側から順にＴｉ/Ｐｔ、又は、Ｔｉ／Ｒｈ／Ｐｔ、Ｃｒ／Ｒｈ
／Ｐｔ、Ａｇ／Ｔｉ／Ｐｔ等のように金属材料を積層し、最表面のＰｔ層を、第１上面お
よび第２上面を有する凸状の層として形成することができる。これにより、電極内部およ
び密着層への接合部材の拡散を軽減するＰｔ層と、それ以外の層（Ｔｉ，Ｃｒ，Ｒｈ，Ａ
ｇ層）とで機能を分離することができるため、要求に合わせて最適な金属材料を選択する
ことができる。
　また、電極の第２上面には、接合部材との接合性を高めるために、接合部材に含まれる
材料からなる接合層をさらに積層することもできる。例えば、接合部材の材料としてＡｎ
Ｓｎを用いた場合、接合層の材料としてはＡｕを用いるのが好ましい。
【００２５】
（透光性電極）
　透光性電極は、ｐ型半導体層の上面のほぼ全面に設けられ、ｐ側電極から供給される電
流を、ｐ型半導体層の面内全体に均一に流すための部材である。透光性電極は、半導体素
子の光取り出し面側に配置されるため、導電性酸化物を材料として用いるのが好ましい。
透光性電極として金属薄膜を用いることもできるが、導電性酸化物は金属薄膜に比べて透
光性に優れるため、半導体素子を発光効率の高い発光素子とすることができる。このよう
な導電性酸化物としては、Ｚｎ，Ｉｎ，Ｓｎ，Ｍｇから選択される少なくとも１種を含む
酸化物、具体的にはＺｎＯ，Ｉｎ2Ｏ3，ＳｎＯ2，ＩＴＯ等が挙げられる。特にＩＴＯは
可視光（可視領域）において高い光透過性を有し、また導電率の比較的高い材料であるこ
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とから好適に用いることができる。
【００２６】
（密着層）
　密着層は、絶縁層が電極から剥離しないように、絶縁層と電極との密着性を高めるため
の部材である。このような密着層の材料としては、絶縁層や電極に対して密着性に優れる
材料であれば良い。特にＴｉ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ｗ，Ｍｏ，Ｔａから選択される少なくとも１
種を含む材料からなり、密着層は金属層であることが好ましい。また密着層は、Ｔｉ，Ｎ
ｉ，Ｃｒ，Ｗ，Ｍｏ，Ｔａ等の酸化物を用いることもできる。これにより、絶縁層及び電
極との密着性に優れ、さらに接合部材が密着層に拡散するのを軽減することができる。
【００２７】
（絶縁層）
　絶縁層は、外部環境から主に半導体層を保護するための部材であり、接合部材が接する
電極の第２上面を除いて、半導体素子の上面全体を被覆している。このような絶縁層の材
料としては、透光性を有するＳｉ，Ｔｉ，Ｔａ，Ｚｒ等の酸化物、例えばＳｉＯ２やＺｒ
Ｏ２が用いられる。
【００２８】
＜半導体素子の製造方法＞
　本発明に係る半導体素子の製造方法について、図４を参照して一例を説明する。図４は
、第一の実施形態に係る半導体素子の製造方法を模式的に示す断面図である。なお、第一
の実施形態に係る半導体素子の構成については前記説明した通りであるため、説明を省略
する。
【００２９】
　本発明に係る半導体素子の製造方法は、基板１０上に半導体層２０を積層する第１工程
（図４(ａ)参照）と、半導体層２０上に電極３０（３０ａ，３０ｂ）を積層する第２工程
（図４(ｂ)参照）と、電極３０の上面に密着層４０を積層する第３工程（図４(ｃ)参照）
と、半導体層２０および電極３０、密着層４０を連続して被覆するように絶縁層６０を積
層する第４工程（図４(ｄ)参照）と、電極３０の上面に順に積層された密着層４０及び絶
縁層６０を、電極３０の上面が部分的に露出するように除去し（図４(ｅ)参照）、除去し
て形成された開口部７０内に、電極をさらに積層する第５工程（図４(ｆ)参照）と、を少
なくとも有する。
　これにより、密着層４０および絶縁層６０を除去してから、さらに電極を積層するまで
を連続した工程で行なえるため、第１上面３２ａ，３２ｂよりも突出する第２上面３４ａ
，３４ｂを有する電極３０を容易に構成することができる。
　このとき、露出される電極と、開口部内に積層される電極とは、同じ材料からなるのが
好ましく、半導体素子の電極３０を、第１上面３２ａ，３２ｂと、この第１上面３２ａ，
３２ｂよりも突出する第２上面３４ａ，３４ｂと、が連続する同一部材で容易に形成する
ことができる。
【００３０】
（第１工程）
　第１工程は、基板１０の上に、ｎ型半導体層２２および発光層２６、ｐ型半導体層２４
からなる半導体層２０を積層する工程である。具体的には、洗浄されたサファイア等から
なる異種基板上の表面に、所定の半導体材料、ドーパントなどを含むガスを供給して、Ｍ
ＯＶＰＥ（有機金属気相成長法）、ＨＶＰＥ（ハライド気相成長法）、ＭＢＥ（分子線気
相成長法）、ＭＯＭＢＥ（有機金属分子線気相成長法）等の気相成長装置を用いて、ｎ型
半導体層２２、発光層２６、ｐ型半導体層２４の順に気相成長させる。
【００３１】
（第２工程）
　第２工程は、ｎ型半導体層２２上にｎ側電極３０ａを、ｐ型半導体層２４上にｐ側電極
３０ｂをそれぞれ積層する工程である。第２工程では、まず半導体層２０を構成するｐ型
半導体層２４上に、所定形状のレジストマスク（図示しない）を形成する。続いて、マス
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クの上からＲＩＥ（反応性イオンエッチング）装置にて、ｎ型半導体層２２の表面が露出
するまでエッチングを行い、レジストを除去する。
　次に、スパッタリング装置にて半導体層２０上にＩＴＯを成膜する。続いて、ｐ型半導
体層２４上のほぼ全面にＩＴＯ膜が残るように、レジストマスク（図示しない）を形成し
てエッチングを行い、レジストを除去する。そして、ＩＴＯ膜のオーミック接触性を向上
させるためにアニールを行い、透光性電極５０とする。
　次に、露出させたｎ型半導体層２２上、および透光性電極５０上のそれぞれ所定の領域
を空けたレジストマスク（図示しない）を形成する。このマスク上からスパッタリング装
置にて、電極３０を構成するＴｉ，Ｐｔ等の金属材料を成膜する。このとき、複数の金属
材料を連続的に成膜することで、複数の層からなる電極（例えば、Ｔｉ／Ｐｔ等）を容易
に構成することができる。
【００３２】
（第３工程）
　第３工程は、積層された電極３０の上面に、後述する絶縁層６０との密着性を向上させ
る密着層４０を積層する工程である。第３工程では、第２工程で電極を積層する際に用い
たマスク上から、続けてスパッタリング装置にて密着層４０を構成するＮｉ等の金属材料
を成膜する。そして、レジストをその上に成膜された金属材料（Ｔｉ，Ｐｔ，Ｎｉ等）ご
と除去する。これにより、前記所定の領域にｎ側電極３０ａおよびｐ側電極３０ｂが積層
され、またその上には各電極３０と同じ平面視形状で密着層４０が積層された状態となる
。
【００３３】
（第４工程）
　第４工程は、半導体素子上の全面を被覆するように絶縁層６０を積層する工程である。
第４工程では、半導体素子上から、絶縁層６０としてＳｉＯ2膜をスパッタリング装置に
て成膜する。
【００３４】
（第５工程）
　第５工程は、第1上面３２ａ，３２ｂから突出するように、第２上面３４ａ，３４ｂを
有する電極３０を積層する工程である。第５工程では、まず密着層４０上の所定の領域を
部分的に空けたレジストマスク（図示しない）を形成し、絶縁層６０および密着層４０を
エッチングし、電極３０の上面を露出させる。続いて同じマスクを用いて、エッチングに
より形成された開口部７０内に、露出された電極３０と同じ金属材料をスパッタリング装
置にて成膜し、レジストを除去する。これにより、絶縁層６０および密着層４０を除去し
てから、さらに電極を積層するまでを連続した工程で行なえるため、工程を短縮化するこ
とができる。
【００３５】
　また、本発明に係る半導体素子の製造方法では、説明を分かり易くするために、1つの
半導体素子を用いて説明しているが、ウェハ（半導体素子ごとに分割する前）の状態でも
同様にすることができる。
　例えば、第４の工程においては、ウェハの状態で、半導体素子ごとに分割する予定線上
の半導体層２０をエッチングし、基板１０を露出させた後に絶縁層６０を積層する。これ
により、1つの半導体素子を用いた場合と同様に、半導体層２０の側面まで絶縁層６０で
被覆することができる。なお、これに限定されず、絶縁層６０を積層した後（例えば、第
５工程の後）に、ウェハを半導体素子ごとに分割しても良い。この場合、半導体層の側面
が絶縁層６０から露出されるが、半導体層の側面にまで接合部材が回り込むことは無く、
材料費を下げることができるため好ましい。
【００３６】
＜半導体素子の他の製造方法＞
　図５に示すように、上記第３～５工程以外の方法を用いることもできる。なお、図５は
、第一の実施形態に係る半導体素子の他の製造方法を模式的に示す断面図である。
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【００３７】
　まず、電極３０の上面周縁に対応する領域を空けたレジストマスク８０を形成し、この
マスク８０の上からＲＩＥ装置にて、電極３０の上面周縁を除去する（図５(ａ)参照）。
続いてスパッタリング装置にて、密着層４０を構成するＮｉ等の金属材料を成膜し、レジ
スト８０を除去する（図５(ｂ)参照）。これにより、第1上面３２ａ，３２ｂと、第１上
面３２ａ，３２ｂよりも突出する第２上面３４ａ，３４ｂと、を有する電極３０を形成で
き、さらに電極３０の第１上面３２ａ，３２ｂには密着層４０が積層された状態となる。
　次に、半導体素子上からスパッタリング装置にて、絶縁層６０としてＳｉＯ2膜を成膜
することによって、半導体素子上の全面を被覆するように絶縁層６０が積層される（図５
(ｃ)参照）。
　最後に、電極３０の第２上面３４ａ，３４ｂに対応する領域を空けたレジストマスク８
０を形成し、このマスク上からＲＩＥ装置にて、電極３０の第２上面３４ａ，３４ｂが露
出するように絶縁層６０を除去する（図５(ｄ)参照）。その後、レジスト８０を除去する
。
【００３８】
＜第二の実施の形態＞
　図３は、第二の実施形態に係る半導体素子を模式的に示す断面図である。
【００３９】
　第二の実施形態に係る半導体素子は、電極３０が拡散軽減層３７ａ，３７ｂを有する多
層構造である以外は、第一の実施形態と実質的に同じ構造を有している。なお、同じ構造
については、説明を省略する部分もある。
【００４０】
　本実施形態に係る半導体素子は、基板１０と、半導体層２０と、電極３０と、密着層４
０と、絶縁層６０と、を少なくとも備える。
　基板１０に設けられた半導体層２０の上面には、電極３０が設けられている。電極３０
は、第１上面３２ａ，３２ｂと、この第１上面３２ａ，３２ｂよりも突出する第２上面３
４ａ，３４ｂとを有している。電極の第１上面３２ａ，３２ｂには密着層４０が積層され
ており、さらに密着層４０の上面には絶縁層６０が積層されている。この絶縁層６０は、
電極の第２上面３４ａ，３４ｂが露出するように周囲を囲んでおり、密着層４０の上面か
ら半導体層２０までを連続して被覆している。これにより、第一の実施形態と同様に、実
装する際に用いられる接合部材が、密着層４０に拡散されるのを軽減することができる。
　さらに電極３０は、複数の層から構成されており、具体的には半導体層２０側から順に
、拡散軽減層３７ａ，３７ｂと、第１上面および第２上面を有する凸状の層３６ａ，３６
ｂと、が少なくとも積層されている。これにより、接合部材が、第２上面３４ａ，３４ｂ
から電極内部に拡散されたとしても、その下の拡散軽減層３７ａ，３７ｂによって、半導
体層２０又は透光性電極５０との接面にまで接合部材が拡散されるのを防止することがで
きる。このため、電極３０と、半導体層２０又は透光性電極５０とのオーミック接触性が
損なわれたり、最悪、電極３０が半導体層２０又は透光性電極５０から剥離したりするの
を防止することができる。
【００４１】
　また、本実施形態に係る電極３０は、拡散軽減層３７ａ，３７ｂと、半導体層２０又は
透光性電極５０との間に、さらに光反射層３８ａ，３８ｂを積層することができる。この
ような光反射層３８ａ，３８ｂとしては、半導体層２０からの光を効率良く反射すること
ができるＡｇ，Ａｌ，Ｐｔ，Ｒｈ等の金属材料を用いることができる。
　また、電極３０の第２上面３４ａ，３４ｂには、接合部材との接合性を高めるために、
接合部材に含まれる材料からなる接合層（図示しない）をさらに積層することもできる。
例えば、接合部材の材料としてＡｎＳｎを用いた場合、接合層の材料としてはＡｕを用い
るのが好ましい。
【００４２】
（拡散軽減層）
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　拡散軽減層は、電極を構成する層の一つであり、半導体素子を実装する際に用いる接合
部材が、電極内部で広がらないように拡散を軽減するための部材である。本実施形態に係
る拡散軽減層は、第１上面および第２上面を有する凸状の層よりも半導体層側に積層され
ているがこれに限定されず、例えば、凸状の層よりも上面側に積層されていても良い。
　このような拡散軽減層の材料としては、Ｔｉ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ｗ，Ｍｏ，Ｔａ等から選択
される少なくとも１種の金属材料を用いることができる。
＜他の実施形態＞
　（Ａ）上記実施形態では、ｎ側電極３０ａの第１上面３２ａ上に密着層４０が設けられ
るとともに、p側電極３０ｂの第１上面３２ｂ上に密着層４０が設け設けられることとし
たが、これに限られるものではない。密着層４０は、第１上面３２ａおよび第１上面３２
ｂの一方にのみ設けられていてもよい。
　（Ｂ）上記実施形態では、第２上面３４ａ，３４ｂが、絶縁層６０の上面よりも半導体
層２０側に位置することとしたが、これに限られるものではない。絶縁層６０の上面は、
第２上面３４ａ，３４ｂよりも半導体層２０側に位置していてもよいし、第２上面３４ａ
，３４ｂと面一であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明の半導体素子は、一般照明の他に、カーナビのバックライトや、自動車のヘッド
ライト、信号機、大型ディスプレイ等の各種光源に利用することができる。
【符号の説明】
【００４４】
　１０，１１０　　基板
　２０，１２０　　半導体層
　２２　　ｎ型半導体層
　２４　　ｐ型半導体層
　２６　　活性層
　３０，１３０　　電極
　３０ａ　　ｎ側電極
　３０ｂ　　ｐ側電極
　３１ｂ　　ｐ側電極の延伸部
　３２ａ　　ｎ側電極の第1上面
　３２ｂ　　ｐ側電極の第１上面
　３４ａ　　ｎ側電極の第２上面
　３４ｂ　　ｐ側電極の第２上面
　４０，１４０　　密着層
　５０　　透光性電極
　６０　　絶縁層
　７０　　開口部
　８０　　レジストマスク
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